
編 章 節 条 項
枝
番

旧条文（令和3年） 編 章 節 条 項
枝
番

新条文（令和4年4月1日一部改定） 備考

1 1- 1- 1 2.

２．標準仕様書の適用
　請負者は、標準仕様書の適用にあたって、愛知県企業庁工事監督要領
（ 以下「監督要領」という。） 及び愛知県企業庁工事事務取扱要領（ 以下
「検査要領」という。）に従った監督・検査体制のもとで、建設業法第18条に
定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなけれ
ばならない。また、請負者はこれら監督、検査（ 完了検査、既済部分検査）
にあたっては、地方自治法施行令第167条の15に基づくものであることを
認識しなければならない。

1 1- 1- 1 2.

２．標準仕様書の適用
　請負者は、標準仕様書の適用にあたって、愛知県企業庁工事監督要領
（ 以下「監督要領」という。） 及び愛知県企業庁工事検査要領（ 以下「検査
要領」という。）に従った監督・検査体制のもとで、建設業法第18条に定め
る建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければな
らない。また、請負者はこれら監督、検査（ 完了検査、既済部分検査）にあ
たっては、地方自治法施行令第167条の15に基づくものであることを認識
しなければならない。

愛知県企業庁工事
検査要領の施行

1 1- 1- 2 23.

23．書 面
書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の伝達物をいい、発
行年月日を記載し、記名したものを有効とする。なお、記名においては、氏
名を併記せず、氏又は名を記すだけでもよいものとする。 1 1- 1- 2 23.

23．書 面
書面とは、工事打合せ簿等の伝達物をいい、情報共有システムを用いて
作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われたものを有効と
する。ただし、やむを得ず、情報共有システムを用いない場合は、発行年
月日を記載し、記名したものを有効とする。なお、記名においては、氏名を
併記せず、氏又は名を記すだけでもよいものとする。

押印等の見直しに
伴う規定の変更

1 1- 1- 2 43.

43．情報共有システム
　なお、本システムを用いて作成及び提出等を行った工事書類について
は、原則として別途紙に出力して提出しないものとする。

1 1- 1- 2 43.

43．情報共有システム
　なお、本システムを用いて作成及び提出等を行った工事書類について
は、別途紙に出力して提出しないものとする。
　請負者は、監督員から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価
を行うためのアンケート等を求められた場合は、これに協力しなければな
らない。

建設局準拠

1 1- 1- 3 1.

１．図面原図の貸与
請負者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、請負者に図面の
原図を貸与することができる。ただし、標準仕様書等市販・公開されている
ものについては、請負者が備えなければならない。

1 1- 1- 3 1.

１．図面原図の貸与
請負者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、請負者に図面の
原図若しくは電子データを貸与することができる。ただし、標準仕様書等市
販・公開されているものについては、請負者が備えなければならない。

設計業務等共通仕
様書と表現を統一

1 1- 1- 5

　請負者は、第1編1－ 1－ 51 現場代理人及び監理技術者等により、必要
な場合に限り、兼務届に添付する工程表を作成し、監督員を通じて発注者
に提出しなければならない。

1 1- 1- 5

　請負者は、第1編1－ 1－ 51現場代理人及び監理技術者等により必要に
応じて工程表を作成し、監督員を通じて発注者に提出しなければならな
い。

建設局準拠

1 1- 1- 6 2.

２．施工計画書
ただし、請負者は当初請負代金額が３ ，５ ０ ０ 万円未満の工事及び保全
工事等については、設計図書に示す場合を除き、記載内容の一部を省略
する。省略する項目は（ ２ ） 、(４ ) 、(５ ) 、（ ６ ） 、(７ ) 、（ 10） ､（ 11） とす
る。また、記載内容の詳細は土木工事現場必携第2章2-2  6. による。

1 1- 1- 6 2.

２．施工計画書
ただし、請負者は当初請負代金額が３ ，５ ０ ０ 万円未満の工事及び保全
工事等については、設計図書に示す場合を除き、記載内容の一部を省略
する。省略する項目は（ ２ ） 、(４ ) 、(５ ) 、（ ６ ） 、(７ ) 、（ 10） ､（ 11） とす
る。
　なお、つり足場を使用する工事においては、省略する項目から（ ６ ）施工
方法を除くものとする。

建設局準拠

1 1- 1- 7 1.

１．コリンズへの登録
監督員の確認 を受けたうえ、受注時（ 当初請負代金額が変更契約により
500万円未満から500万円以上となった工事を含む） は契約後、土曜日、
日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日
から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完了後、
土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に
登録申請をしなければならない。

1 1- 1- 7 1.

１．コリンズへの登録
監督員の確認（ 署名、押印） を受けたうえ、受注時（ 当初請負代金額が
変更契約により500万円未満から500万円以上となった工事を含む） は契
約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は
変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時
は工事完了後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適
宜、登録機関に登録申請をしなければならない。

建設局準拠

工事標準仕様書（令和4年4月1日一部改定）　新旧対照表
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1 1- 1- 9 2.

２．用地の確保
設計図書において請負者が確保するものとされる用地及び工事の施工上
請負者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。こ
の場合において、工事の施工上請負者が必要とする用地とは、営繕用地
（請負者の現場事務所、宿舎、駐車場）及び型枠または鉄筋作業場等専ら
請負者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。

1 1- 1- 9 2.

２．用地の確保
設計図書において請負者が確保するものとされる用地及び工事の施工上
請負者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。こ
の場合において、工事の施工上請負者が必要とする用地とは、営繕用地
（請負者の現場事務所、宿舎、駐車場）及び型枠または鉄筋作業場等専ら
請負者が使用する用地並びに発注者の負担により借地する範囲以外の
構造物掘削等に伴う借地等をいう。

構造物掘削等に伴
う借地には、発注者
の負担により借地す
る範囲もあることか
ら規定に追記

1 1- 1- 11 2.

２．工事下請届
　愛知県企業庁公共工事請負契約約款第６ 条の規定のほか下請負の制
限等に違反する疑いがあると認めるときは、工事下請届（様式第４７）を請
求することができる。

1 1- 1- 11 2.

２．工事下請届
　愛知県企業庁公共工事請負契約約款第６ 条の規定のほか下請負の制
限等に違反する疑いがあると認めるときは、請負者に対して、下請負人の
商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

建設局準拠

1 1- 1- 12 1.

１．一般事項
請負者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合、国土交通
省令に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるととも
に、その写しを監督員に提出しなければならない。

1 1- 1- 12 1.

１．一般事項
請負者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合、国土交通
省令に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるととも
に、その写しを監督員に提出しなければならない。なお、施工体制台帳等
は、原則として、電子データで作成・提出するものとする。

施工体制台帳の作
成等についての改
正にともなう

1 1- 1- 12 2.

２．施工体系図
なお、施工体系図に記述する工事内容は、契約図書の工種区分との対比
がわかりやすいように記述することとする。ただし、詳細になりすぎないよう
に留意する。

1 1- 1- 12 2.

２．施工体系図
施工体系図に記述する工事内容は、契約図書の工種区分との対比がわ
かりやすいように記述することとする。ただし、詳細になりすぎないように留
意する。
なお、施工体系図提出毎の施工計画書の変更は必要ないものとする。

1 1- 1- 12 3.

３．名札等の着用
第１項の請負者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者（下請負
者を含む）及び第１項の請負者の専門技術者（専任している場合のみ）
に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印等
の入った名札等を着用させなければならない。名札は図１－１を標準とす
る。
（監理技術者補佐は、建設業法第26条第３項ただし書き規定する者をい
う。）

1 1- 1- 12 3.

３．名札等の着用
第１項の請負者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者（下請負
者を含む）及び第１項の請負者の専門技術者（専任している場合のみ）
に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印等
の入った名札等を着用させなければならない。名札は図１－１を標準とす
る。
（監理技術者補佐は、建設業法第26条第３項ただし書きに規定する者をい
う。）

1 1- 1- 15 3.

３．基本計画書の作成
前１項及び２項の場合において、請負者は施工を一時中止する場合は、
中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を監督員を通じて発注者に
提出し、承諾を得るものとする。また、請負者は工事の再開に備え工事現
場を保全しなければならない。 1 1- 1- 15 3.

３．基本計画書の作成
前１項及び２項の場合において、請負者は施工を一時中止する場合は、
中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を監督員を通じて発注者に
提出し、協議するものとする。また、請負者は工事の再開に備え工事現場
を保全しなければならない。

工事の一時中止に
伴う増加費用等の
積算方法について
(H28.3.14)及び本省
版ガイドラインでは
では、「発注者に提
出し協議する」と記
載

1 1- 1- 21 9.

９．舗装切断時の排水処理
請負者は、アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断作業に伴い、切断
機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等に
より回収するものとする。

1 1- 1- 21 9.

９．舗装切断時の排水処理
請負者は、アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断作業に伴い、切断
機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等を
使用する事により回収するものとする。
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1 1- 1- 22 5. (1)

表１－１段階確認一覧表

1 1- 1- 22 5. (1)

表１－１段階確認一覧表

　－ 建設局準拠

1 1- 1- 22 5. (4)
５．段階確認
　請負者は、監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう
十分な機会を提供するものとし、原則として段階確認を行うものとする。

1 1- 1- 22 5. (4)
５．段階確認
　請負者は、監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう
十分な機会を提供するものとする。

建設局準拠

1 1- 1- 30

請負者は、契約書第12条の規定に基づき、前月までの履行状況を、毎月5
日までに、実施工程表により監督員に報告しなければならない。
なお、報告は、工事完了月の前月までとし、第１編１－１－51 2.現場責任
者については、履行報告の適用除外とする。

1 1- 1- 30

請負者は、契約書第12条の規定に基づき、前月までの履行状況を、毎月5
日までに、実施工程表により監督員に報告しなければならない。
なお、報告は、工事着手の月から工事完了月の前月までとし、第１編１－
１－51 2.現場責任者については、履行報告の適用除外とする。

1 1- 1- 33 1.

１．安全指針等の遵守
請負者は、下記指針等を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理
を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該
工事の契約条項を超えて請負者を拘束するものではない。
（１）土木工事安全施工技術指針（国土交通大臣官房技術審議官通達、令
和２年３月）

1 1- 1- 33 1.

１．安全指針等の遵守
請負者は、下記指針等を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理
を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該
工事の契約条項を超えて請負者を拘束するものではない。
（１）土木工事安全施工技術指針（国土交通大臣官房技術審議官通達、令
和３年３月）

諸基準類の改定に
ともなう

1 1- 1- 33 9.

９．現場環境改善
工事現場の現場環境改善は、周辺住民への生活環境への配慮及び一般
住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うこと
を目的とする。

1 1- 1- 33 9.

９．現場環境改善
工事現場の現場環境改善は、周辺住民の生活環境に対する配慮や一般
住民に対する建設事業の広報活動、並びに現場労働者の作業環境の改
善を行うことを目的とする。

1 1- 1- 33 10.

10．定期安全研修・訓練等
請負者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の
時間を割当て、以下の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に
関する研修・訓練等を実施しなければならない。

1 1- 1- 33 10.

10．定期安全研修・訓練等
請負者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の
時間を割当て、以下の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に
関する研修・訓練等を実施しなければならない。なお、作業員全員の参加
が困難な場合は、複数回に分けて実施することもできる。

複数回に分けて実
施できる規定の追
記

1 1- 1- 33 11.

11．施工計画書
(２) 全体計画には、下記項目の活動内容について具体的に記述する。
　　1) 月別の安全・訓練等の実施内容・工程に合わせた適時の安全項目
　　2) 資材搬入者等一時入場者への工事現場内誘導方法

1 1- 1- 33 11.

11．施工計画書
(２) 全体計画には、下記項目の活動内容について具体的に記述する。
　　1) 月別の安全・訓練等の実施内容・工程に合わせた適時の安全項目
　　2) 資機材搬入者等一時入場者への工事現場内誘導方法

1 1- 1- 33 25.

25．休憩時間及び安全に関する指導
請負者は、工事中における作業員の労働災害防止を図るため昼休みを除
いた午前・午後の各々の中間に１５分程度の休憩を実施するものとし、施
工計画書(3)安全管理に具体的時間を記載しなければならない。
また、作業開始前に作業員に対し安全に関する指導を行わなければなら
ない。

削除

1 1- 1- 33 25.

25．架空線等上空施設の確認
請負者は、工事現場における架空線等上空施設について、施工に先立ち
現地調査を実施し、種類、位置（場所、高さ等）及び管理者を確認の上、事
故防止に努めなければならない。

種別 細別 確認時期 確認項目
施工承諾事項 施工完了時 施工状況の適否
技術提案事項
契約後ＶＥ承認事項

履行開始時・履行終了時
施工完了時

内容の適否
内容の適否
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1 1- 1- 37 6. (1)

６．排出ガス対策型建設機械
請負者は、工事の施工にあたり表１－４に示す建設機械を使用する場合
は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成29年5月改正
法律第41号）」に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、または、「排
出ガス対策型建設機械指定要領（平成３年10月８日付け建設省経機発第
249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施第291号）」､「排出ガス対策
型建設機械の普及促進に関する規程（最終改正平成24年3月23日付国土
交通省告示第318号）」もしくは「第３次排出ガス対策型建設機械指定要領
（最終改正平成23年7月13日付国総環リ第1号）」に基づき指定された排出
ガス対策型建設機械（以下「排出ガス対策型建設機械等」という。）を使用
しなければならない。

1 1- 1- 37 6. (1)

６．排出ガス対策型建設機械
請負者は、工事の施工にあたり表１－４に示す建設機械を使用する場合
は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成29年5月改正
法律第41号）」に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、または、「排
出ガス対策型建設機械指定要領（平成３年10月８日付け建設省経機発第
249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施第291号）」､「排出ガス対策
型建設機械の普及促進に関する規程（最終改正平成24年3月23日付国土
交通省告示第318号）」もしくは「第３次排出ガス対策型建設機械指定要領
（最終改正平成28年8月30日付国総環リ第6号）」に基づき指定された排出
ガス対策型建設機械（以下「排出ガス対策型建設機械等」という。）を使用
しなければならない。

諸基準類の改定に
ともなう

1 1- 1- 37 6. (2)

請負者は、トンネル坑内作業において表１－５に示す建設機械を使用する
場合は、2011年以降の排出ガス基準に適合するものとして「特定特殊自
動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則」（令和元年6月改正経済
産業省・国土交通省・環境省令第1号）16条第1項第2号もしくは第20条第1
項第2号に定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス対策
型建設機械指定要領（平成3年10月8日付建設省経機発第249号）」もしく
は「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領（最終改訂平成23年7月13日
付国総環リ第1号）に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建
設機械（以下「トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等」という。）を使
用しなければならない。

1 1- 1- 37 6. (2)

請負者は、トンネル坑内作業において表１－５に示す建設機械を使用する
場合は、2011年以降の排出ガス基準に適合するものとして「特定特殊自
動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則」（令和元年6月改正経済
産業省・国土交通省・環境省令第1号）16条第1項第2号もしくは第20条第1
項第2号に定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス対策
型建設機械指定要領（平成3年10月8日付建設省経機発第249号）」もしく
は「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領（最終改訂平成28年8月30日
付国総環リ第6号）に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建
設機械（以下「トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等」という。）を使
用しなければならない。

諸基準類の改定に
ともなう

1 1- 1- 37 8.

８．六価クロム溶出試験
セメント及びセメント系固化材による地盤改良及び安定処理等の土砂とセ
メント及びセメント細化材を攪拌混合を行う土質を使用する場合は、以下
の各号によるものとする。

1 1- 1- 37 8.

８．六価クロム溶出試験
セメント及びセメント系固化材による地盤改良及び安定処理等の土砂とセ
メント及びセメント系固化材を攪拌混合を行う土質を使用する場合は、以
下の各号によるものとする。

1 1- 1- 39 4.

４．交通安全法令の遵守
請負者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安
全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うととも
に、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（平成30年12月改正
内閣府・国土交通省令第5号）、道路工事現場における標示施設等の設置
基準（建設省道路局長通知、昭和37年８月30日）、道路工事現場における
標示施設等の設置基準の一部改正について（国土交通省道路局長通知、
平成18年３月31日）及び道路工事保安設備設置基準（平成30年３月 愛知
県建設部）に基づき、安全対策を講じなければならない。

1 1- 1- 40 4.

４．交通安全法令の遵守
請負者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安
全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うととも
に、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（令和２年３月改正　内
閣府・国土交通省令第１号）、道路工事現場における標示施設等の設置
基準（建設省道路局長通知、昭和37年８月30日）、道路工事現場における
標示施設等の設置基準の一部改正について（国土交通省道路局長通知、
平成18年３月31日）及び道路工事保安設備設置基準（平成30年３月 愛知
県建設部）に基づき、安全対策を講じなければならない。

諸法令の改正にとも
なう

1 1- 1- 40 15.

15．保安灯
請負者は、道路工事保安設備設置基準により設置する保安灯のうち、電
源に商用電力を用いるものにあっては停電等に対処するために乾電池式
保安灯を併用しなければならない。

1 1- 1- 40 15.

15．保安灯
請負者は、道路工事保安設備設置基準により設置する保安灯のうち、電
源に商用電力を用いるものにあっては停電等に対処するために乾電池式
又は蓄電池式保安灯を併用しなければならない。

1 1- 1- 42 1.
（４）労働基準法（平成30年7月改正法律第71号）

1 1- 1- 42 1.
（４）労働基準法（令和2年3月改正法律第14号） 諸法令の改正にとも

なう

1 1- 1- 42 1.
（８）雇用保険法（平成30年7月改正法律第71号）

1 1- 1- 42 1.
（８）雇用保険法（令和2年6月改正法律第54号） 諸法令の改正にとも

なう

1 1- 1- 42 1.
（９）労働者災害補償保険法（平成30年5月改正法律第31号）

1 1- 1- 42 1.
（９）労働者災害補償保険法（令和2年6月改正法律第40号） 諸法令の改正にとも

なう
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1 1- 1- 42 1.
（10）健康保険法（令和元年5月改正法律第9号）

1 1- 1- 42 1.
（10）健康保険法（令和2年6月改正法律第52号） 諸法令の改正にとも

なう

1 1- 1- 42 1.
（11）中小企業退職金共済法（令和元年5月改正法律第16号）

1 1- 1- 42 1.
（11）中小企業退職金共済法（令和2年6月改正法律第40号） 諸法令の改正にとも

なう

1 1- 1- 42 1.
（12）建設労働者の雇用の改善等に関する法律（令和元年6月改正法律第
37号） 1 1- 1- 42 1.

（12）建設労働者の雇用の改善等に関する法律（令和2年3月改正法律第
14号）

諸法令の改正にとも
なう

1 1- 1- 42 1.
（13）出入国管理及び難民認定法（平成30年12月改正法律第102号）

1 1- 1- 42 1.
（13）出入国管理及び難民認定法（令和元年12月改正法律第63号） 諸法令の改正にとも

なう

1 1- 1- 42 1.
（14）道路法（平成30年3月改正法律第6号）

1 1- 1- 42 1.
（14）道路法（令和2年6月改正法律第49号） 諸法令の改正にとも

なう

1 1- 1- 42 1.
（15）道路交通法（令和元年6月改正法律第37号）

1 1- 1- 42 1.
（15）道路交通法（令和2年6月改正法律第52号） 諸法令の改正にとも

なう

1 1- 1- 42 1.
（16）道路運送法（令和元年6月改正法律第37号）

1 1- 1- 42 1.
（16）道路運送法（令和2年6月改正法律第36号） 諸法令の改正にとも

なう

1 1- 1- 42 1.
（17）道路運送車両法（令和元年6月改正法律第37号）

1 1- 1- 42 1.
（17）道路運送車両法（令和2年3月改正法律第5号） 諸法令の改正にとも

なう

1 1- 1- 42 1.
（22）港湾法（令和元年6月改正法律第37号）

1 1- 1- 42 1.
（22）港湾法（令和2年6月改正法律第49号） 諸法令の改正にとも

なう

1 1- 1- 42 1.
（26）航空法（令和元年6月改正法律第38号）

1 1- 1- 42 1.
（26）航空法（令和2年6月改正法律第61号） 諸法令の改正にとも

なう

1 1- 1- 42 1.
（28）軌道法（平成29年6月改正法律第45号）

1 1- 1- 42 1.
（28）軌道法（令和2年6月改正法律第41号） 諸法令の改正にとも

なう

1 1- 1- 42 1.
（29）森林法（平成30年6月改正法律第35号）

1 1- 1- 42 1.
（29）森林法（令和2年6月改正法律第41号） 諸法令の改正にとも

なう

1 1- 1- 42 1.
（32）大気汚染防止法（平成29年6月改正法律第45号）

1 1- 1- 42 1.
（32）大気汚染防止法（令和2年6月改正法律第39号） 諸法令の改正にとも

なう

1 1- 1- 42 1.
（38）文化財保護法（平成30年6月改正法律第42号）

1 1- 1- 42 1.
（38）文化財保護法（令和2年6月改正法律第41号） 諸法令の改正にとも

なう

1 1- 1- 42 1.
（40）電気事業法（平成30年6月改正法律第41号）

1 1- 1- 42 1.
（40）電気事業法（令和2年6月改正法律第49号） 諸法令の改正にとも

なう

1 1- 1- 42 1.
（43）建築基準法（令和元年6月改正法律第37号）

1 1- 1- 42 1.
（43）建築基準法（令和2年6月改正法律第43号） 諸法令の改正にとも

なう

1 1- 1- 42 1.
（64）厚生年金保険法（平成30年7月改正法律第71号）

1 1- 1- 42 1.
（64）厚生年金保険法（令和2年6月改正法律第40号） 諸法令の改正にとも

なう

1 1- 1- 42 1.
（69）所得税法（令和元年6月改正法律第28号）

1 1- 1- 42 1.
（69）所得税法（令和2年3月改正法律第8号） 諸法令の改正にとも

なう

1 1- 1- 42 1.
（71）船員保険法（令和元年5月改正法律第9号）

1 1- 1- 42 1.
（71）船員保険法（令和2年6月改正法律第52号） 諸法令の改正にとも

なう

1 1- 1- 42 1.
（72）著作権法（平成30年7月改正法律第72号）

1 1- 1- 42 1.
（72）著作権法（令和2年6月改正法律第48号） 諸法令の改正にとも

なう

1 1- 1- 42 1.
（73）電波法（令和元年6月改正法律第23号）

1 1- 1- 42 1.
（73）電波法（令和2年4月改正法律第23号） 諸法令の改正にとも

なう

1 1- 1- 42 1.
（74）土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特
別措置法（令和元年6月改正法律第20号） 1 1- 1- 42 1.

（74）土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特
別措置法（令和2年6月改正法律第42号）

諸法令の改正にとも
なう
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1 1- 1- 42 1.
（75）労働保険の保険料の徴収等に関する法律（平成28年3月改正法律第
17号） 1 1- 1- 42 1.

（75）労働保険の保険料の徴収等に関する法律（令和2年3月改正法律第
14号）

諸法令の改正にとも
なう

1 1- 1- 42 1.
（76）農薬取締法（平成30年6月改正法律第53号）

1 1- 1- 42 1.
（76）農薬取締法（令和元年12月改正法律第62号） 諸法令の改正にとも

なう

1 1- 1- 42 1.
（87）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成30年
6月改正法律第67号） 1 1- 1- 42 1.

（87）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（令和2年6
月改正法律第42号）

諸法令の改正にとも
なう

1 1- 1- 46 2.

２．電子納品
　ただし、特記仕様書に記載がある場合にはこの限りではない。
　なお、「情報共有システムの利用対象工事」と設計書に明記されていない
工事については、当面の間、愛知県電子納品運用ガイドライン(案)(平成28
年3月)に準ずることも認める。

1 1- 1- 46 2.

２．電子納品

　－ 建設局準拠

1 1- 1- 46 3.

３．地質調査の電子成果品等
請負者は、設計図書において地質調査の実施が明示された場合、「愛知
県電子納品運用ガイドライン」に基づいて電子成果品を作成しなければな
らない。

1 1- 1- 46 3.

３．地質調査の電子成果品等
請負者は、設計図書において地質調査の実施が明示された場合、「愛知
県電子納品運用ガイドライン」に基づいて電子成果品を作成しなければな
らない。
なお、請負者は、地質データ、試験結果等については、土質・地質調査業
務共通仕様書の第118条成果物の提出に基づいて地盤情報データベース
に登録しなければならない。

1 1- 1- 49 3.

３．保険加入の義務
また、請負者は法定外の労災保険（公共工事の品質確保の促進に関する
法律（平成17年法律第18号）第7条第1項において、公共工事等に従事す
る者の業務上の負傷等に対する保障に必要な金額を担保するための保
険契約をいう。）に付さなければならない。

1 1- 1- 49 3.

３．保険加入の義務

　－ 建設局準拠

1 1- 1- 49 5.

５．掛金収納書の提出
請負者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、そ
の掛金収納書（発注者用）を工事請負契約締結後原則１ヶ月以内に、発注
者に提出しなければならない。 1 1- 1- 49 5.

５．建設業退職金共済制度の履行
請負者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、そ
の掛金収納書（発注者用）を工事請負契約締結後原則１ヶ月以内（電子申
請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則40日以内）に、
発注者に提出しなければならない。
また、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査員に提
示しなければならない。

建設業退職金共済
制度における電子
申請方式の導入等
にともなう
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1 1- 1- 51 3.

３．技術者の専任制
請負代金額が3,500万円以上の場合、主任技術者（監理技術者）は、工事
現場ごとに専任の者でなければならない。ただし、監理技術者にあって
は、発注者から直接該当建設工事を請け負った特定建設業者が、当該監
理技術者の行うべき職務を補佐する者として、監理技術者補佐を当該工
事現場に専任で置く場合は、この限りではない。

1 1- 1- 51 3.

３．技術者の専任制
請負代金額が3,500万円以上の場合、主任技術者（監理技術者）は、工事
現場ごとに専任の者でなければならない。ただし、監理技術者にあって
は、発注者から直接該当建設工事を請け負った特定建設業者が、当該監
理技術者の行うべき職務を補佐する者として、監理技術者補佐を当該工
事現場に専任で置く場合は、この限りではない。なお、当該工事は愛知県
企業庁低入札価格調査等実施要領第３条に規定する基準価格を下回っ
た価格をもって契約された工事でないものとする。また、特例監理技術者
が兼務する工事の場所は、同一建設事務所管内でなければならない。た
だし、兼務する工事が愛知県内で、工事現場間を直線で結んだ距離が
10km程度以内である場合は、この限りではない。

1 1- 1- 51 5.

５．現場代理人の常駐の運用
　現場代理人の常駐の運用は、「工事現場における現場代理人の常駐の
運用について」（ 企業庁通知 平成31年3月14日付け 30企総第1376号）に
よるものとする。

1 1- 1- 51 5.

５．現場代理人の常駐の運用
　現場代理人の常駐の運用は、「工事現場における現場代理人の常駐の
運用について」（ 愛知県建設部長通知 平成31年3月5日付け 30建企第
538号 及び、企業庁通知 平成31年3月14日付け 30企総第1376号）による
ものとする。

建設局通知文追加

1 1- 1- 52 2.

２．損傷時の処置
請負者は、工事の施工により河川管理施設及び道路附属物並びに占用
物件に損傷を与えた場合には、直ちに応急処置をとり監督員に報告すると
ともに、関係機関に連絡し復旧処置を講じなければならない。

1 1- 1- 52 2.

２．損傷時の処置
請負者は、工事の施工により河川管理施設及び道路付属物並びに占用
物件に損傷を与えた場合には、直ちに応急処置をとり監督員に報告すると
ともに、関係機関に連絡し復旧処置を講じなければならない。

1 1- 1- 56
　請負者は、契約約款第20条第2項に基づく提案を行う場合には、契約書
に添付されているＶＥ提案特記仕様書に基づいて行うものとする。 1 1- 1- 56

　請負者は、契約約款第20条第2項に基づく提案を行う場合には、「愛知
県企業庁契約後Ｖ Ｅ 試行要領」の規定により行うものとする。

愛知県企業庁契約
後ＶＥ試行要領の施
行

1 1- 1- 57 1. (1)

（１）一般事項
請負者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契
約後、監督員の承諾を得なければならない。 1 1- 1- 57 1. (1)

（１）一般事項
請負者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契
約後、監督員の承諾を得なければならない。なお、情報共有システムを利
用する場合は、事前協議のチェックシートで承諾を得ることとする。
次項（２）についても同様とする。

※建設事務所の管内一覧 

建設事務所名 管内 

尾張建設事務所 名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、 

日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日

井郡の区域 

一宮建設事務所 一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡の区域 

海部建設事務所 津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡の区域 

知多建設事務所 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡の区域 

西三河建設事務所 岡崎市、西尾市及び額田郡の区域 

知立建設事務所 碧南市、刈谷市、安城市、知立市及び高浜市の区域 

豊田加茂建設事務所 豊田市及びみよし市の区域 

新城設楽建設事務所 新城市及び北設楽郡の区域 

東三河建設事務所 豊橋市、豊川市、蒲郡市及び田原市の区域 
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新条文（令和4年4月1日一部改定） 備考

工事標準仕様書（令和4年4月1日一部改定）　新旧対照表

1 1- 1- 57 5.

５．ＩＣＴ活用工事
請負者は、愛知県建設局の定める「ＩＣＴ活用工事（土工）実施要領」、「ＩＣＴ
活用工事（舗装工）実施要領」、「ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））実施要
領」、「ＩＣＴ活用工事（河川浚渫）実施要領」、「ＩＣＴ活用工事（作業土工(床
掘)）実施要領」、「ＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）実施要領」、「ＩＣＴ活
用工事（法面工）実施要領」、「ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）実施要領」、「Ｉ
ＣＴ浚渫工（港湾）実施要領」、「ＩＣＴ基礎工（港湾）実施要領」及び「ＩＣＴブ
ロック据付工（港湾）実施要領」の規定に従い、ＩＣＴ活用工事を、監督員と
協議の上で実施することができる。

1 1- 1- 57 5.

５．ＩＣＴ活用工事
請負者は、愛知県の定める「ＩＣＴ活用工事（土工）実施要領」、「ＩＣＴ活用工
事（舗装工）実施要領」、「ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））実施要領」、「Ｉ
ＣＴ活用工事（河川浚渫）実施要領」、「ＩＣＴ活用工事（作業土工(床掘)）実
施要領」、「ＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）実施要領」、「ＩＣＴ活用工事
（法面工）実施要領」、「ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）実施要領」、「ＩＣＴ浚渫
工（港湾）実施要領」、「ＩＣＴ基礎工（港湾）実施要領」、「ＩＣＴブロック据付工
（港湾）実施要領」及び「ＩＣＴ海上地盤改良工：床堀工・置換工編（港湾）」
の規定に従い、ＩＣＴ活用工事を、監督員と協議の上で実施することができ
る。

　なお、実施要領において、「建設企画課　土木技術G」は「総務課技術管
理・工事検査G」に、「愛知県建設局」は「愛知県企業庁」に、「建設事務所」
は「事務所」に読み替える。また、工事名の末尾に（ＩＣＴ活用工事）という明
示は行わないものとする。

　なお、実施要領において、「愛知県建設局」は「愛知県企業庁」に、「建設
事務所」は「事務所」に、「建設企画課　土木技術G」は「総務課技術管理・
工事検査G」に読み替える。また、工事名の末尾に（ＩＣＴ活用工事）という
明示は行わず、特記仕様書に明示するものとする。

1 1- 1- 57 1 1- 1- 57 6.

６．建設現場の遠隔臨場
請負者は、愛知県の定める「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」の
規定に従い、建設現場の遠隔臨場を、監督員と協議の上、実施することが
できる。
設計図書において、発注者指定型と明示された場合は、「建設現場の遠
隔臨場に関する試行要領」の規定に従って実施しなければならない。














































